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1．国登録有形文化財全国所有者の会の全国大会開催
　国登録有形文化財全国所有者の会令和 7 年度全国大会
が令和 7 年 6 月 12 日（木）〜 13 日（金）に、 京都市
内で開催されました。 主催は国登録有形文化財全国所有者
の会と京都府国登録文化財所有者の会が務め、 文化庁、 京
都府、 京都市などの後援で行われました。
　大会の概要としては、 市内の文化財見学ツアーと題して、 12
日と 13 日にそれぞれ趣の違う京都市内の文化財を見学があ
り、 さらに 「登文会フェスタ」 は 12 日午後に、 ヒューリック・ホー
ルにて講演会などが実施されました。
 　総会および講演会は 13 日の午後に京都文化博物館（旧
日本銀行京都支店）にて開催されました。 千葉県国登録有
形文化財建造物所有者からは、 飯沼喜市郎会長夫妻および
近藤貴子さん、 渡辺俊司氏、 佐藤信治監事が参加しました。 　
　この全国大会は、 登録文化財の保存継承を目的とする 「国
登録有形文化財全国所有者の会」（略称 : 全国登文会）
によって開催されています。全国登文会は 2019 年に設立され、
全国各地の登文会（秋田、 群馬、 東京、 千葉、 神奈川、
愛知、三重、滋賀、京都、大阪、和歌山）が活動しています。

トピックス：令和 7 年 6 月 12 日〜 13 日に国登録有形文化財全国所有者の会の令和 7 年度全国大
会が京都府国登録文化財所有者の会の主催で開催されました。 また、 ９月２８日には、 千葉県国登録
有形文化財建造物所有者の公式行事として見学会を開催し、 盛会のうちに終了しました。

全国大会は今回で 6 回目となり、 京都で開催されるのは初で
した。
2．登文会フェスタ（ヒューリック ・ ホール、 12 日午後）
　主催者代表を代表して、 京都府国登録文化財所有者の会
の塚本喜左衛門会長が開会挨拶を行いました。 引き続き
華道家元池坊 次期家元 池坊専好氏が演題 「池坊華道の
歴史と文化財 ・ 伝統を未来へつなぐ」 と題した講演会を行いま
した。 その後、 パネルディスカッションとなり、 池坊専好氏、 畑正
高氏（香老舗 松栄堂社長）、 田中峰子氏（京都府国登録
文化財所有者の会 副会長）が 「京の文化を愉しむ」 というテー
マで鼎談を行いました。
　鼎談の後は、 会場を移して交流懇親会が開催されました。
会場は、 フォーチュンガーデン京都 （旧島津製作所本社ビル、
写真１，２）です。 この建築は、 関西地区で名建築を残した
武田五一が 1927 年に手掛けた島津製作所旧本社ビルです。
この名建築が、 レストラン、 ウェディング、 パーティースペースとし
て改修され 2012 年に再オープンしました。 まさに全国会の活
動趣旨に沿った会場の選定でした。 武田五一は、 関西建築
の父と呼ばれ、 2025 年に改修された京都市役所や京都府立
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写真 1：国登録有形文化財全国所有者の会全国大会で千葉県
が設立されたことを報告する飯沼喜市郎（酒々井町／飯沼本家）
会長。  

写真２：登文会フェスタの後懇親会会場となったフォーチュンガーデ
ン京都 （旧島津製作所本社ビル）。 京都市では、 歴史的な建築
物が改修の後様々な用途に活かされている。
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図書館を設計した建築家です。
3．文化財見学ツアー（京都市内の文化財を見学）
　文化財見学ツアーと題した見学会は、 市内を巡るツアーです
がなんと 3 つも用意されていました。
　一つ目は 銀閣寺界隈コースで、 銀閣寺と白沙村荘及び 橋
本関雪記念館 ( 庭園、 美術館 ) を見学するコースです。
　二つ目は、 南禅寺界隈コースとして、 對龍山荘 、 南禅寺
順正 、 南禅寺大寧軒 を巡るコースです。
　三つ目は京都迎賓館コースです。 監事の佐藤はこちらの京都
迎賓館と京都御苑を案内いただきました（写真３）。
　いずれも京都登文会の方が付き添って丁寧にご案内いただき、
充実した時間を過ごすことが出来たようです。 各コース参加者は
ツアー終了後、 昼食会場 「三木半旅館」 にあつまり、
4．総会について（京都文化博物館（旧日本銀行京都支店））
　総会に先立ち 「歴史的建造物の保存活用をめぐる近年の動
向」 と題して、 歴史的建築の保存に詳しい工学院大後藤治
先生が講演いたしました。 その内容は要約すると以下のようにな
ります。
1）歴史的建造物の保存活用をめぐる動向
キーワード 1: 連携しての方策
①観光地域づくり法人（DMO）
②地域の金融機関との連携
③インバウンド需要
④具体例として、 長野県塩尻市奈良井宿（重要伝統的建
造物群保存地区）の 「BYAKU Narai 歳吉屋」 が挙げられ
ました。
2）歴史的建造物の保存活用計画の策定
キーワード 2: 建築基準法第 3 条第 1 項第 3 号
制度の概要 : 同法は、 地方公共団体が条例で定める基準に
適合し、 特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した歴
史的建築物について、 建築基準法の適用を除外できる制度を
定めている。 これは、 歴史的建造物の保存や活用を促進する
ことを目的としている。

写真 3：文化財見学ツアーで訪れた京都迎賓館の「藤の間」。
藤の花言葉は「歓迎」、京都迎賓館で最も大きな部屋で、洋
食の晩餐会や歓迎式典の会場として使用されています。

写真 4：全国登文会総会で挨拶する登録有形文化財全国所
有者の会 理事長の寺西興一（大阪登文会）氏。

適用除外の要件 : 適用を除外するための要件として、 「保存
活用計画」 の策定が必要である。 この計画は文化財保護法
に基づき策定され、 所有者等が都道府県及び市町村教育委
員会の指導 ・ 助言を得て策定し、 必要に応じて文化庁と協議
することが求められています。 つまり、 各自治体が条例で定めれ
ば基準法の適用除外が可能となることがわかったことは大きな成
果であった。
3）適用除外が必要な建築物
課題 : 文化財保護法の登録有形文化財が制定されている
が、 手続き規定がない。
対応 : 千葉県の場合は、 佐倉市、 野田市など、 適用除外
条例を制定した地方公共団体が存在ていしる。 このため、 各
地方自治体の理解を得て早急に対応する必要があることが明ら
かとなった。
4）文化庁の地域文化財総合活用推進事業
課題 : IV 地域のシンボル整備事業 : 機能維持、 文化財保
護団体支援
要件 : 主任技術者、 ヘリテージマネージャーがいることと、 「地
域計画上の位置づけ」 をする必要がある。
5）総会について
　総会においては、 全国登文会 令和 6 年度 事業 ・ 決算報
告、 令和 7 年度 事業計画 ・ 予算案の承認決議その他が議
決された（写真４）。 なお、 これまで全国登文会の会長は大
阪、 副会長は京都、 愛知、 東京の各会長が就任してきたが、
今回の総会で秋田県の会長が全国会の副会長に追加指名さ
れました。 その選抜理由は 「地方の声も吸い上げたい」 とのこ
とでした。
　京都市内における開催とあって、 おもてなし内容が盛りだくさん
であり、 さらに最先進地おけるに組織力および文化の底力を見
せつけられたような全国会でした。 これは京都登文会を中心に
行政、 建築士協会等関連団体とが一体となった実行委員会
の組織力のなせる技でしょう。 なお、 2026 年度の全国会は東
京で開催予定です。
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５．文化財見学会 ( 第 001 回 ) 「千葉の石 房州石 と 鈴
木家住宅」 が開催されました
日時：　９月２８日（日）１３：００　～　１５：３０
場所： 鋸山美術館（富津市金谷２１４６－１）　
参加費：　３，０００円 （入館料 ・ 資料 ・ お茶代含む）
見学の主旨：　かつて鋸山では 『 房州石 』 が盛んに産出さ
れたが、 鈴木家はその房州石の切り出しを業とした石材業者の
家である随所に良質の房州石が使われているが、 なかでも石蔵
には最上級の房州石が使われている。 現在は鋸山美術館とと
もに 『石と芸術のまち金谷 』 の活動拠点となっている（参加チ
ラシより抜粋）。 当日の参加者は、 見学会が１９名、 内訳は
所有者が９名、 所有者外は１０名でした。

写真６：美術館を見学の後は、鈴木家住宅主屋を見学し、そ
の後座敷において、鈴木家の富津における歴史と現状の様子
をスライドで説明いただきました。

写真５：鈴木裕士鋸山美術館長（富津市鈴木家住宅主屋ほか
所有）から、ちょうど見学会当日から始まった企画展の説明
を拝聴する。

情報交流会（見学会終了後）
　文化財見学会後の懇親会の参加者は、 所有者が９名、 所
有者外が６名の合計１６名でした。 見学会が大盛況だったた
め、 時間が押して１６時過ぎのスタートとなりました。

写真７：鋸山資料館（鋸山美術館別館）において、鋸山の石
切の歴史について説明する鈴木氏。

６．ちば登文会のホームページができました
　ちば登文会ＨＰ：　https://chiba-tobunkai.org/
　是非，ホームページにアクセスして、是非とも登録ください。 ホー
ムページの担当廣瀬氏が頑張ったおかげもあり、 他の都府県の
ものと比べてもかなり内容が充実しています。 皆様がアクセスす
ることによって、 ページビューが増えてますます検索しやすくなりま
すのでどうか１日一回のアクセスをよろしくお願いいたします。

◆ちば登文会　設立の理念◆

◆ちば登文会　設立の理念◆

会員相互及び⽂化財所有者の⽅々との交流訪問
を⾏って親睦と情報交換を図る　

⽂化財の維持 ・ 保存に関する課題解決への知恵を
結集して、 後世に継承してゆく

⽂化財の保護 ・ 保存 ・ 活⽤に取組む全国の団体
と連携を図り、 協力して活動をおこなう　

県⺠の登録⽂化財への関⼼を⾼め、 失う歴史的
財産を減らし歴史 ・ ⽂化の振興に貢献する

写真８：見学会当日は天気も暑く、内容も熱かった！という
ことで、海の見える「ザフィッシュ」で楽しい懇親会。

写真９：ちば登文会ホームページのトップページ。これから
も所有者の皆様の写真等を充実させていきます。


